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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　併設された複数の操作ハンドルをロックするハンドルロック装置を備えた多極回路遮断
器であって、
　前記ハンドルロック装置は、前記複数の操作ハンドルの間に設置されてこれらの操作ハ
ンドルを一体に拘束すると共に、前記操作ハンドルに対して移動可能に構成された連結バ
ーと、前記連結バーに固定された第１の固定保持手段と、前記多極回路遮断器のケースに
設けられ前記第１の固定保持手段と係合し得る第２の固定保持手段とを備え、
　前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とが非係合状態にあるとき、前記連
結バーを所定方向へ移動させることにより前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持
手段とを係合させて前記複数の操作ハンドルをロックし、
　前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とが係合状態にあるとき、前記連結
バーを前記所定方向に対する逆方向へ移動させることにより前記第１の固定保持手段と前
記第２の固定保持手段との係合を解除して前記複数の操作ハンドルのロックを解除するよ
うに構成された多極回路遮断器に於いて、
　両端部が前記複数の操作ハンドルの相対向する側面にそれぞれ固定される連結ピンを備
え、
　前記連結バーは、前記連結ピンにより貫通される連結穴を備え、
　前記連結穴は、前記連結ピンに対して前記所定方向及び前記所定方向に対する逆方向に
前記連結バーの移動を可能とするように形成されている、
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ことを特徴とする多極回路遮断器。
【請求項２】
　前記連結ピンは、断面形状が長円形状に構成され、
　前記連結穴は、断面形状が長円形状の一対の連結穴部と、これらの連結穴部を相互に連
結する狭間部とにより構成され、
　前記連結バーの前記移動に伴って、前記連結ピンが前記狭間部を介して一方の前記連結
穴部から他方の連結穴部へ移動する、
ことを特徴とする請求項１に記載の多極回路遮断器。
【請求項３】
　併設された複数の操作ハンドルをロックするハンドルロック装置を備えた多極回路遮断
器であって、
　前記ハンドルロック装置は、前記複数の操作ハンドルの間に設置されてこれらの操作ハ
ンドルを一体に拘束すると共に、前記操作ハンドルに対して移動可能に構成された連結バ
ーと、前記連結バーに固定された第１の固定保持手段と、前記多極回路遮断器のケースに
設けられ前記第１の固定保持手段と係合し得る第２の固定保持手段とを備え、
　前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とが非係合状態にあるとき、前記連
結バーを所定方向へ移動させることにより前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持
手段とを係合させて前記複数の操作ハンドルをロックし、
　前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とが係合状態にあるとき、前記連結
バーを前記所定方向に対する逆方向へ移動させることにより前記第１の固定保持手段と前
記第２の固定保持手段との係合を解除して前記複数の操作ハンドルのロックを解除するよ
うに構成された多極回路遮断器に於いて、
　前記連結バーを貫通してこれに固定される連結ピンを備え、
　前記複数の操作ハンドルは、少なくともその互いに対向する側面部に前記連結ピンの両
端部にそれぞれ係合するハンドル穴を備え、
　前記ハンドル穴は、前記連結ピンに対して前記所定方向及び前記所定方向に対する逆方
向に前記連結バーの移動を可能とするように形成されている、
ことを特徴とする多極回路遮断器。
【請求項４】
　前記連結ピンは、断面形状が長円形状に構成され、
　前記ハンドル穴は、断面形状が長円形状の一対の連結穴部と、これらの連結穴部を相互
に連結する狭間部とにより構成され、
　前記連結バーの前記移動に伴って、前記連結ピンが前記狭間部を介して一方の前記連結
穴部から他方の連結穴部へ移動する、
ことを特徴とする請求項３に記載の多極回路遮断器。
【請求項５】
　併設された複数の操作ハンドルをロックするハンドルロック装置を備えた多極回路遮断
器であって、
　前記ハンドルロック装置は、前記複数の操作ハンドルの間に設置されてこれらの操作ハ
ンドルを一体に拘束すると共に、前記操作ハンドルに対して移動可能に構成された連結バ
ーと、前記連結バーに固定された第１の固定保持手段と、前記多極回路遮断器のケースに
設けられ前記第１の固定保持手段と係合し得る第２の固定保持手段とを備え、
　前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とが非係合状態にあるとき、前記連
結バーを所定方向へ移動させることにより前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持
手段とを係合させて前記複数の操作ハンドルをロックし、
　前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とが係合状態にあるとき、前記連結
バーを前記所定方向に対する逆方向へ移動させることにより前記第１の固定保持手段と前
記第２の固定保持手段との係合を解除して前記複数の操作ハンドルのロックを解除するよ
うに構成された多極回路遮断器に於いて、
　両端部が前記複数の操作ハンドルの相対向する側面にそれぞれ固定される断面が円形状
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形成された連結ピンと、
　前記連結バーの前記操作ハンドルに対向する側面部にそれぞれ形成された回転止部と、
　前記複数の操作ハンドルの相対向する側面部にそれぞれ形成され、それぞれの前記回転
止部と係合する回転止部と、
　前記連結バーは、前記連結ピンにより貫通される連結穴を備え、
　前記連結穴は、前記連結ピンに対して前記所定方向及び前記所定方向に対する逆方向に
前記連結バーの移動を可能とするように形成されている、
ことを特徴とする多極回路遮断器。
【請求項６】
　前記連結バーに形成された前記回転止部は、突部により構成され、
　前記操作ハンドルに形成された回転止部は、前記突部に係合する切欠部により構成され
ると共に、前記連結バーの前記移動に伴う前記突部のスライドを可能とするように構成さ
れている、
ことを特徴とする請求項５に記載の多極回路遮断器。
【請求項７】
　併設された複数の操作ハンドルをロックするハンドルロック装置を備えた多極回路遮断
器であって、
　前記ハンドルロック装置は、前記複数の操作ハンドルの間に設置されてこれらの操作ハ
ンドルを一体に拘束すると共に、前記操作ハンドルに対して移動可能に構成された連結バ
ーと、前記連結バーに固定された第１の固定保持手段と、前記多極回路遮断器のケースに
設けられ前記第１の固定保持手段と係合し得る第２の固定保持手段とを備え、
　前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とが非係合状態にあるとき、前記連
結バーを所定方向へ移動させることにより前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持
手段とを係合させて前記複数の操作ハンドルをロックし、
　前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とが係合状態にあるとき、前記連結
バーを前記所定方向に対する逆方向へ移動させることにより前記第１の固定保持手段と前
記第２の固定保持手段との係合を解除して前記複数の操作ハンドルのロックを解除するよ
うに構成された多極回路遮断器に於いて、
　前記連結バーを貫通してこれに固定される断面が円形状に形成された連結ピンと、
　前記複数の操作ハンドルの相対向する側面部にそれぞれ形成され、前記連結ピンの両端
部とそれぞれ係合するハンドル穴と、
　前記連結バーの前記操作ハンドルに対向する側面部にそれぞれ形成された回転止部と、
　前記複数の操作ハンドルの相対向する側面部にそれぞれ形成され、それぞれの前記回転
止部と係合する回転止部と、
を備え、
　前記ハンドル穴は、前記連結ピンに対して前記所定方向及び前記所定方向に対する逆方
向に前記連結バーの移動を可能とするように形成されている、
ことを特徴とする多極回路遮断器。
【請求項８】
　前記連結バーに形成された前記回転止部は、突部により構成され、
　前記操作ハンドルに形成された回転止部は、前記突部に係合する切欠部により構成され
ると共に、前記連結バーの前記移動に伴う前記突部のスライドを可能とするように構成さ
れている、
ことを特徴とする請求項７に記載の多極回路遮断器。
【請求項９】
　前記連結バーは、その外表面の少なくとも一部分が、前記ロックの解除時と前記ロック
時との何れか一方において前記複数の操作ハンドルの外表面の一部分と連続するように構
成されている、
ことを特徴とする請求項１から8のうちの何れか一項に記載の多極回路遮断器。
【請求項１０】
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　前記ハンドルロック装置は、前記操作ハンドルに対する前記連結バーの相対的位置に基
づいて、前記操作ハンドルがロック状態にあるか否かを判別可能に構成されている、
ことを特徴とする請求項１から９のうちの何れか一項に記載の多極回路遮断器。
【請求項１１】
　前記連結バーに固定された第１の固定保持手段は、突部により構成され、
　前記多極回路遮断器のケースに設けられた前記第２の固定保持手段は、前記突部に係合
し得る凹部により構成されている、
ことを特徴とする請求項１乃至１０のうちの何れか一項に記載の多極回路遮断器。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数の単極遮断器を連結して構成した多極回路遮断器、特にその操作ハン
ドルロック装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数の単極遮断器を多極配列して構成した多極回路遮断器は、配列した夫々の単
極回路遮断器の操作ハンドル間を連動ピン及び連結バーで連結し、操作ハンドルの凹部と
連結バーの間に設けられたロック用クリップによって、回路遮断器がオフ状態からオン状
態にまたはオン状態からオフ状態に不用意に切替わることを防止する操作ハンドルロック
装置を備えている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平５－２０９９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　以上のように構成された従来の操作ハンドルロック装置を備えた多極回路遮断器は、操
作ハンドルをロックするためには連動ピン及び連結バーの他に、ロック用クリップが必要
であり、多極回路遮断器とは別に操作ハンドルロック装置を構成するための追加部材が必
要であった。
【０００５】
　この発明は、従来の多極回路遮断器に於ける前述のような課題を解決するためになされ
たもので、従来の装置が必要とした追加部材を設けることなく操作ハンドルをロックする
ことが可能な多極回路遮断器を得ることを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明による多極回路遮断器は、併設された複数の操作ハンドルをロックするハンド
ルロック装置を備えた多極回路遮断器であって、　前記ハンドルロック装置は、前記複数
の操作ハンドルの間に設置されてこれらの操作ハンドルを一体に拘束すると共に、前記操
作ハンドルに対して移動可能に構成された連結バーと、前記連結バーに固定された第１の
固定保持手段と、前記多極回路遮断器のケースに設けられ前記第１の固定保持手段と係合
し得る第２の固定保持手段とを備え、　前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持手
段とが非係合状態にあるとき、前記連結バーを所定方向へ移動させることにより前記第１
の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とを係合させて前記複数の操作ハンドルをロッ
クし、　前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とが係合状態にあるとき、前
記連結バーを前記所定方向に対する逆方向へ移動させることにより前記第１の固定保持手
段と前記第２の固定保持手段との係合を解除して前記複数の操作ハンドルのロックを解除
するように構成された多極回路遮断器に於いて、両端部が前記複数の操作ハンドルの相対
向する側面にそれぞれ固定される連結ピンを備え、前記連結バーは、前記連結ピンにより
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貫通される連結穴を備え、前記連結穴は、前記連結ピンに対して前記所定方向及び前記所
定方向に対する逆方向に前記連結バーの移動を可能とするように形成されていることを特
徴とするものである。
　又、この発明による歌曲回路遮断器は、併設された複数の操作ハンドルをロックするハ
ンドルロック装置を備えた多極回路遮断器であって、前記ハンドルロック装置は、前記複
数の操作ハンドルの間に設置されてこれらの操作ハンドルを一体に拘束すると共に、前記
操作ハンドルに対して移動可能に構成された連結バーと、前記連結バーに固定された第１
の固定保持手段と、前記多極回路遮断器のケースに設けられ前記第１の固定保持手段と係
合し得る第２の固定保持手段とを備え、前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持手
段とが非係合状態にあるとき、前記連結バーを所定方向へ移動させることにより前記第１
の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とを係合させて前記複数の操作ハンドルをロッ
クし、前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とが係合状態にあるとき、前記
連結バーを前記所定方向に対する逆方向へ移動させることにより前記第１の固定保持手段
と前記第２の固定保持手段との係合を解除して前記複数の操作ハンドルのロックを解除す
るように構成された多極回路遮断器に於いて、前記連結バーを貫通してこれに固定される
連結ピンを備え、前記複数の操作ハンドルは、少なくともその互いに対向する側面部に前
記連結ピンの両端部にそれぞれ係合するハンドル穴を備え、前記ハンドル穴は、前記連結
ピンに対して前記所定方向及び前記所定方向に対する逆方向に前記連結バーの移動を可能
とするように形成されていることを特徴とするものである。
　更に、この発明による多極回路遮断器は、併設された複数の操作ハンドルをロックする
ハンドルロック装置を備えた多極回路遮断器であって、前記ハンドルロック装置は、前記
複数の操作ハンドルの間に設置されてこれらの操作ハンドルを一体に拘束すると共に、前
記操作ハンドルに対して移動可能に構成された連結バーと、前記連結バーに固定された第
１の固定保持手段と、前記多極回路遮断器のケースに設けられ前記第１の固定保持手段と
係合し得る第２の固定保持手段とを備え、前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持
手段とが非係合状態にあるとき、前記連結バーを所定方向へ移動させることにより前記第
１の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とを係合させて前記複数の操作ハンドルをロ
ックし、前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とが係合状態にあるとき、前
記連結バーを前記所定方向に対する逆方向へ移動させることにより前記第１の固定保持手
段と前記第２の固定保持手段との係合を解除して前記複数の操作ハンドルのロックを解除
するように構成された多極回路遮断器に於いて、両端部が前記複数の操作ハンドルの相対
向する側面にそれぞれ固定される断面が円形状形成された連結ピンと、前記連結バーの前
記操作ハンドルに対向する側面部にそれぞれ形成された回転止部と、前記複数の操作ハン
ドルの相対向する側面部にそれぞれ形成され、それぞれの前記回転止部と係合する回転止
部と、前記連結バーは、前記連結ピンにより貫通される連結穴を備え、前記連結穴は、前
記連結ピンに対して前記所定方向及び前記所定方向に対する逆方向に前記連結バーの移動
を可能とするように形成されていることを特徴とするものである。
　併設された複数の操作ハンドルをロックするハンドルロック装置を備えた多極回路遮断
器であって、
　又、この発明による多極回路遮断器は、前記ハンドルロック装置は、前記複数の操作ハ
ンドルの間に設置されてこれらの操作ハンドルを一体に拘束すると共に、前記操作ハンド
ルに対して移動可能に構成された連結バーと、前記連結バーに固定された第１の固定保持
手段と、前記多極回路遮断器のケースに設けられ前記第１の固定保持手段と係合し得る第
２の固定保持手段とを備え、前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とが非係
合状態にあるとき、前記連結バーを所定方向へ移動させることにより前記第１の固定保持
手段と前記第２の固定保持手段とを係合させて前記複数の操作ハンドルをロックし、前記
第１の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とが係合状態にあるとき、前記連結バーを
前記所定方向に対する逆方向へ移動させることにより前記第１の固定保持手段と前記第２
の固定保持手段との係合を解除して前記複数の操作ハンドルのロックを解除するように構
成された多極回路遮断器に於いて、前記連結バーを貫通してこれに固定される断面が円形
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状に形成された連結ピンと、前記複数の操作ハンドルの相対向する側面部にそれぞれ形成
され、前記連結ピンの両端部とそれぞれ係合するハンドル穴と、前記連結バーの前記操作
ハンドルに対向する側面部にそれぞれ形成された回転止部と、前記複数の操作ハンドルの
相対向する側面部にそれぞれ形成され、それぞれの前記回転止部と係合する回転止部と、
を備え、前記ハンドル穴は、前記連結ピンに対して前記所定方向及び前記所定方向に対す
る逆方向に前記連結バーの移動を可能とするように形成されていることを特徴とするもの
である。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明による多極回路遮断器によれば、ハンドルロック装置は、前記複数の操作ハン
ドルの間に設置されてこれらの操作ハンドルを一体に拘束すると共に、前記操作ハンドル
に対して移動可能に構成された連結バーと、前記連結バーに固定された第１の固定保持手
段と、前記多極回路遮断器のケースに設けられ前記第１の固定保持手段と係合し得る第２
の固定保持手段とを備え、前記第１の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とが非係合
状態にあるとき、前記連結バーを所定方向へ移動させることにより前記第１の固定保持手
段と前記第２の固定保持手段とを係合させて前記複数の操作ハンドルをロックし、前記第
１の固定保持手段と前記第２の固定保持手段とが係合状態にあるとき、前記連結バーを前
記所定方向に対する逆方向へ移動させることにより前記第１の固定保持手段と前記第２の
固定保持手段との係合を解除して前記複数の操作ハンドルのロックを解除するように構成
されているので、追加部材を設けることなく操作ハンドルをロックすることが可能となる
。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】この発明の実施の形態１による多極回路遮断器をハンドルロック解除した状態で
示す斜視図である。
【図２】この発明の実施の形態１による多極回路遮断器におけるハンドルロック装置の分
解斜視図である。
【図３】この発明の実施の形態１による多極回路遮断器におけるハンドルロック装置の要
部を、ハンドルロックを解除した状態で示す断面図である。
【図４】この発明の実施の形態１による多極回路遮断器をハンドルロックをした状態で示
す斜視図である。
【０００９】
【図５】この発明の実施の形態１による多極回路遮断器におけるハンドルロック装置の要
部を、ハンドルロックをした状態で示す断面図である。
【図６】この発明の実施の形態２による多極回路遮断器におけるハンドルロック装置の分
解斜視図である。
【図７】この発明の実施の形態３による多極回路遮断器におけるハンドルロック装置の分
解斜視図である。
【図８】この発明の実施の形態４による多極回路遮断器におけるハンドルロック装置の分
解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
実施の形態１．
　図１は、この発明の実施の形態１による多極回路遮断器をハンドルロックする前の状態
で示す斜視図であり、（ａ）は操作ハンドルがオフ位置にある状態、（ｂ）は操作ハンド
ルがオン位置にある状態を示している。図２は、この発明の実施の形態１による多極回路
遮断器におけるハンドルロック装置の分解斜視図である。図３は、この発明の実施の形態
１による多極回路遮断器におけるハンドルロック装置の要部を、ハンドルロックする前の
状態で示す断面図である。
【００１１】
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　図１乃至図３において、多極回路遮断器１００は、２個の単極回路遮断器１０１、１０
２をそれぞれの側面部を密着させて一体に組み合わせることにより構成されている。各単
極回路遮断器１０１、１０２は、その遮断器ケース１内に、固定接点と、この固定接点に
対して接触又は離反する可動接点を備えた可動接触子と、可動接触子を駆動する開閉機構
とを備え、さらに、開閉機構を遮断器ケース１の外部から手動操作するための操作ハンド
ル２０を備えている。なお、図面には、複雑化を避けるため、それぞれの単極回路遮断器
１０１、１０２の同一構成部位については、一方の単極回路遮断器の構成部位についての
み符号を付してある。
【００１２】
　多極回路遮断器１００に設けられたハンドルロック装置は、単極回路遮断器１０１、１
０２の遮断器ケース１の開口部１ａを介して突出する把手部２１備えたそれぞれの操作ハ
ンドル２０と、連動ピン４０と、連結バー３０とにより構成されている。
【００１３】
　操作ハンドル２０の把手部２１は、その両側面部にそれぞれ開口し、かつ同一軸線上に
設けられた第１のハンドル穴２１ａ１と、第２のハンドル穴２１ａ２を備えている。これ
等のハンドル穴２１ａ１、２１ａ２は、それぞれ有底の穴として形成されている。連結バ
ー３０は、断面がほぼ長円形状に形成された一対の連結穴部３１ａ１、３１ａ２とこれ等
の連結穴部３１ａ１、３１ａ２を相互に連結する狭間部３１ｂを備えている。この一対の
連結穴部３１ａ１、３１ａ２と狭間部３１ｂとは、連結穴を構成している。また、連結バ
ー３０の図に於ける下側部には、切欠部３３を備えた第１の固定保持部である固定保持凸
部３２が一体に形成されている。後述するように、固定保持凸部３２は操作ハンドル２０
をロックするためのものであり、切欠部３３は操作ハンドル２０のロックを解除するため
のものである。
【００１４】
　連結ピン４０は、断面が前述の一対の連結穴部３１ａ１、３１ａ２のそれぞれの断面形
状にほぼ合致した長円形状に形成されている。この連結ピン４０は、連結バー３０に設け
られた一方の連結穴部３１ａ２を貫通し、その一端が一方の単極回路遮断器１０２の把手
部２１に形成されている第１のハンドル穴２１ａ１に嵌挿され、他端が他方の単極回路遮
断器１０１の把手部に形成されている第１のハンドル穴に嵌挿されている。連結ピン４０
は、その両端部が挿入されている夫々のハンドル穴２１ａ１の底部により軸方向への移動
が規制され、連結バー３０からの脱落が防止される。
【００１５】
　また、連結ピン４０は、後述するように、連結穴分３１ａ２に挿入された状態から、狭
間部３１ｂ内をスライドして連結穴部３１ａ１内に移動することができる。また、逆に、
連結穴部３１ａ１に挿入された状態から、狭間部３１ｂ内をスライドして連結穴部３１ａ
１内に移動することができる。なお、前述したように連結ピン４０及び連結穴部３１ａ１
、３１ａ２の断面形状が長円形状に形成されており、連結バー３０が連結ピン４０を中心
にして回動することを防止している。
【００１６】
　各単極回路遮断器１０１、１０２の遮断器ケース１には、連結レバー３０の固定保持凸
部３２を嵌挿するための一対の段２の固定保持部である固定保持凹部１０ａ１、１０ａ２
が形成されており、一方の固定保持凹部１０ａ１は、図１の（ａ）に示す操作ハンドル２
０のオフ位置にあるときの連結バー３０の固定保持凸部３２に対向する位置に形成されて
おり、他方の固定保持凹部１０ａ２は、図１の（ｂ）に示す操作ハンドル２０のオン位置
にあるときの連結バー３０の固定保持凸部３２に対向する位置に形成されている。
【００１７】
　図１、図３に示すこの発明の実施の形態１による多極回路遮断器１００は、前述したよ
うにハンドルロックする前の状態を示している。この状態では、連結ピン４０は、ハンド
ルロック装置の連結バー３０の一方の連結穴部３１ａ１内を貫通し、その両端部が各操作
ハンドル２０の把手部２１の一方のハンドル穴２１ａ１に嵌挿されている。その結果、連
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結バー３０の固定保持凸部３２は、一対の固定保持凹部１０ａ１、１０ａ２に対して図の
上方に引き上げられており、固定保持凹部１０ａ１、１０ａ２の何れにも嵌合できない位
置にある。
【００１８】
　したがって、把手部２１を手動で操作することにより、操作ハンドル２０を図１の（ａ
）に示すオフ位置から（ｂ）に示すオン位置へ移動させて多極回路遮断器１００をオンと
し、或いは図１に示す（ｂ）に示すオン位置から（ａ）に示すオフ位置へ移動させて多極
回路遮断器１００をオフとすることができる。
【００１９】
　つぎに、多極回路遮断器１００のハンドルロックを行なう場合について説明する。図４
は、この発明の実施の形態１による多極回路遮断器をハンドルロックした状態で示す斜視
図であり、（ａ）は操作ハンドルがオフ位置にある状態、（ｂ）は操作ハンドルがオン位
置にある状態を示している。図５は、この発明の実施の形態１による多極回路遮断器にお
けるハンドルロック装置の要部を、ハンドルロックをした状態で示す断面図であり、（ａ
）は操作ハンドルがオフ位置にある状態、（ｂ）は操作ハンドルがオン位置にある状態を
示している。
【００２０】
　図１の（ａ）に示す操作ハンドル２０がオフ位置にある状態で、ハンドロックを実施す
る場合は、前述の図１の（ａ）の位置にある連結バー３０を図の下方向に押し下げ、連結
ピン４０を連結バー３０の連結穴部３１ａ２内から狭間部３１ｂを通過させて連結穴部３
１ａ１内に移動させる。これにより、連結バー３０は図の下方へスライドし、その固定保
持凸部３２が遮断器ケース１の固定保持凹部１０ａ１に嵌挿される。その結果、操作ハン
ドル２０は、オフ位置においてハンドルロックされ、オン位置へ移動させることができな
くなる。すなわち、この状態は図４の（ａ）、及び図５の（ａ）に示される。
【００２１】
　図１の（ｂ）に示す操作ハンドル２０がオン位置にある状態でハンドロックを実施する
場合は、前述の図１の（ｂ）の位置にある連結バー３０を図の下方向に押し下げ、連結ピ
ン４０を連結バー３０の連結穴部３１ａ２内から狭間部３１ｂを通過させて連結穴分３１
ａ１内に移動させる。これにより、連結バー３０は図の下方へスライドし、その固定保持
凸部３２が遮断器ケース１の固定保持凹部１０ａ２に嵌挿される。その結果、操作ハンド
ル２０は、オン位置においてハンドルロックされ、オフ位置へ移動させることができなく
なる。すなわち、この状態は図４の（ｂ）、及び図５の（ｂ）に示される。
【００２２】
　また、操作ハンドル２０をオフ位置にある状態からオン位置に移動させて多極回路遮断
器１００をオフからオン状態とした後にハンドルロックする場合、及び操作ハンドル２０
をオン位置にある状態からオフ位置に移動させて多極回路遮断器１００をオンからオフ状
態とした後にハンドルロックする場合は、操作ハンドル２０を前述の夫々の位置に移動さ
せた後に、夫々の位置において前述と同様に連結バー３０を押し下げることによりハンド
ルロックが行なわれる。
【００２３】
　つぎに、図４及び図５に示すハンドルロックの状態から、図１及び図３に示すハンドル
ロックの解除する場合について説明する。この場合は、前述のハンドルロックの解除の状
態からハンドルロックを行なう場合とは逆の操作が行なわれる。即ち、図４及び図５に示
すハンドルロックの位置にある連結バー３０を、連結バー３０の切欠３３内にマイナスド
ライバなどの先端部を挿入して図の上方に引き上げ、連結ピン４０を連結バー３０の連結
穴部３１ａ１内から狭間部３１ｂを通過させて連結穴分３１ａ２内に移動させる。これに
より、連結バー３０は図の上方へスライドし、その固定保持凸部３２が遮断器ケース１の
固定保持凹部１０ａ２若しくは１０ａ１から離脱する。その結果、操作ハンドル２０は、
オン若しくはオフ位置においてハンドルロックから解除される。
【００２４】
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　多極回路遮断器１００が、ハンドルロック装置によりハンドルロックされているかハン
ドルロックが解除されているかは、連結バー３０の上端面が操作ハンドル２０の把手部２
１の上端面と同一面にあるか否かにより判断することができる。即ち、ハンドルロックの
状態にあれば、図４及び図５に示すように連結バー３０の上端面が把手部２１の上端面に
対して下方に位置しており両者は同一平面にないが、ハンドルロックが解除されておれば
連結バー３０の上端面が把手部２１の上端面と同一平面にあることにより、ハンドルロッ
クがされているか否かを判断することができる。
【００２５】
　以上述べたように、この発明の実施の形態１による多極回路遮断器によれば、追加部材
を必要としない簡単な構成で回路遮断器の操作ハンドル２０を拘束させることができる。
また、連結バー３０の厚さ方向の寸法を操作ハンドル２０の把手部２１の厚さ方向の寸法
と同一寸法にすることで、回路遮断器を連結したときの外形をコンパクトにすることがで
きる。さらに、連結バー３０をスライドさせるのみで操作ハンドルをロックすることがで
きるため、従来の装置のように各単極回路遮断器の操作ハンドルをロックするためのカバ
ーが不要となる。　
【００２６】
実施の形態２．
　次に、この発明の実施の形態２による多極回路遮断器について説明する。実施の形態１
では、連結バー３０に、断面がほぼ長円形状に形成され、狭間部３１ｂにより相互に連結
された一対の連結穴部３１ａ１、３１ａ２を備えたが、実施の形態２では、操作ハンドル
２０の把手部に断面がほぼ長円形状に形成され、狭間部により相互に連結された一対のハ
ンドル穴部を形成したものである。
【００２７】
　図６は、この発明の実施の形態２による多極回路遮断器におけるハンドルロック装置の
分解斜視図である。図６において、操作ハンドル２０の把手部２１には、断面がほぼ長円
形に形成された一対のハンドル穴部２１ａ１１、２１ａ１２、及びこれ等のハンドル穴部
２１ａ１１、２１ａ１２を相互に連結する狭間部２１ｂ１と、断面がほぼ長円形に形成さ
れた一対のハンドル穴部２１ａ２１、２１ａ２２、及びこれ等のハンドル穴部２１ａ２１
、２１ａ２２を相互に連結する狭間部２１ｂ２とがそれぞれ設けられている。一対のハン
ドル穴部２１ａ１１、２１ａ１２と狭間部２１ｂ１とは、第１のハンドル穴を構成してい
る。また、一対のハンドル穴部２１ａ２１、２１ａ２２と狭間部２１ｂ２とは、第２のハ
ンドル穴を構成している。
【００２８】
　第１のハンドル穴を構成するハンドル穴部２１ａ１１、２１ａ１２、及び狭間部２１ｂ
１は、把手部２１の一方の側面部に開口し、第２のハンドル穴を構成するハンドル穴部２
１ａ２１、２１ａ２２、及び狭間部２１ｂ２は、把手部２１の他方の側面部に開口してい
る。これ等のハンドル穴部２１ａ１１、２１ａ１２、狭間部２１ｂ１、及びハンドル穴部
２１ａ２１、２１ａ２２、狭間部２１ｂ２は、それぞれ有底の穴として形成されている。
【００２９】
　連結バー３０は、断面形状がほぼ長円形に形成された連結穴３１を備えている。この連
結穴３０は、連結バー３０の一方の側面部から他方の側面部に貫通して設けられている。
連結ピン４０は、断面が前述の連結穴３１の断面形状にほぼ合致した長円形状に形成され
ている。この連結ピン４０は、連結バー３０に設けられた連結穴３１を貫通し、その一端
が一方の単極回路遮断器１０２の把手部２１に形成されている第１のハンドル穴における
ハンドル穴部２１ａ１１若しくは２１ａ１２に嵌挿され、他端が他方の単極回路遮断器１
０１の把手部に形成されている第１のハンドル穴における一方のハンドル穴部に嵌挿され
ている。連結ピン４０は、その両端部が挿入されている夫々の第１のハンドル穴の底部に
より軸方向への移動が規制され、連結バー３０からの脱落が防止される。その他の構成は
、実施の形態１と同様である。
【００３０】
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　この発明の実施の形態２による多極回路遮断器は、実施の形態１の場合と同様に、ハン
ドルロックの解除状態にある連結バー３０を押し下げることによりハンドルロックの状態
とし、また、ハンドルロックの解除状態にある連結バー３０を引き上げることによりハン
ドルロックの状態とすることができる。多極回路遮断器１００の操作ハンドル２０がオン
位置にある場合、若しくはオフ位置にある場合の、ハンドルロック及びハンドルロックの
解除の操作は、前述の実施の形態１の場合と同様である。
【００３１】
　ただ、実施の形態２の場合は、連結バー３０の押し下げ若しくは引き上げに伴って、連
結ピン４０は、操作ハンドル２０の把手部２１の第１のハンドル穴における一方のハンド
ル穴部２１ａ１１から他方のハンドル穴部２１ａ１２へ、若しくは他方のハンドル穴部２
１ａ１２から一方のハンドル穴部２１ａ１２へ、狭間部２１ｂ１を介してスライドする点
が実施の携帯１の場合と異なる。
【００３２】
　多極回路遮断器１００が、ハンドルロック装置によりハンドルロックされているかハン
ドルロックが解除されているかは、実施の形態１の場合と同様に、連結バー３０の上端面
が操作ハンドル２０の把手部２１の上端面と同一面にあるか否かにより判断することがで
きる。即ち、ハンドルロックの状態にあれば、図４及び図５に示すように連結バー３０の
上端面が把手部２１の上端面に対して下方に位置しており両者は同一平面にないが、ハン
ドルロックが解除されておれば連結バー３０の上端面が把手部２１の上端面と同一平面に
あることにより、ハンドルロックがされているか否かを判断することができる。
【００３３】
　以上述べたように、この発明の実施の形態２による多極回路遮断器によれば、追加部材
を必要としない簡単な構成で回路遮断器の操作ハンドル２０を拘束させることができる。
また、連結バー３０の厚さ方向の寸法を操作ハンドル２０の把手部２１の厚さ方向の寸法
と同一寸法にすることで、回路遮断器を連結したときの外形をコンパクトにすることがで
きる。さらに、連結バー３０をスライドさせるのみで操作ハンドルをロックすることがで
きるため、従来の装置のように各単極回路遮断器の操作ハンドルをロックするためのカバ
ーが不要となる。
【００３４】
実施の形態３．
　次に、この発明の実施の形態３による多極回路遮断器について説明する。実施の形態１
および２の多極回路遮断器では、連結バー３０が回転しないように連動ピン４０の断面は
長穴形状としていたが、この実施の形態３では、コストを抑えるため連動ピン４０の断面
を長穴形状よりも加工性の良い丸形状とすると共に、連結バー３０の回転防止を図るよう
にしたものである。
【００３５】
　図７は、この発明の実施の形態３による多極回路遮断器におけるハンドルロック装置の
分解斜視図である。図７に於いて、連結ピン４０は、断面が円形に形成されている。連結
バー３０は、断面が円形状に形成された一対の連結穴部３１ａ１、３１ａ２とこれ等の連
結穴部３１ａ１、３１ａ２を相互に連結する狭間部３１ｂを備えている。この一対の連結
穴部３１ａ１、３１ａ２と狭間部３１ｂとは、連結穴を構成している。また、連結バー３
０の両側端部には、第１の回転止突部を構成する一対の回転止突起部３４ａ１、３４ａ２
と、第２の回転止突部を構成する一対の回転止突起部３４ｂ１、３４ｂ２が形成されてい
る。
【００３６】
　操作ハンドル２０の把手部２１の両側端部には、第１の回転止凹部を構成する一対の回
転止凹部２１ｃ１、２１ｃ２と、第２の回転止凹部を構成する一対の回転止凹部２１ｂ１
（図示せず）、２１ｂ２が形成されている。第１の回転止凹部を構成する一対の回転止凹
部２１ｃ１、２１ｃ２は、それぞれ連結バー３０の第２の回転止突部を構成する一対の回
転止突起部３４ｂ１、３４ｂ２と摺動可能に係合する。そして、それぞれの回転止凹部２
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１ｃ１、２１ｃ２、２１ｂ１、２１ｂ２の長さ方向の寸法は、前述のハンドルロック時若
しくはハンドルロックの解除時における連結バー３０のスライドを可能とする寸法に形成
されている。
【００３７】
　操作ハンドル２０の把手部２１は、実施の形態１の場合と同様に、その両側面部にそれ
ぞれ開口し、かつ同一軸線上に設けられた第１のハンドル穴２１ａ１と、第２のハンドル
穴２１ａ２を備えている。これ等のハンドル穴２１ａ１、２１ａ２は、それぞれ有底の穴
として形成されている。
【００３８】
　連結バー３０の第１の回転止突部を構成する一対の回転止突起部３４ａ１、３４ａ２が
、それぞれ単極遮断器１０１の把手部の第１の回転止凹部を構成する一対の回転止凹部に
係合し、第２の回転止突部を構成する一対の回転止突起部３４ｂ１、３４ｂ２が、それぞ
れ単極遮断器１０２の把手部２１の第１の回転止凹部を構成する一対の回転止凹部２１ｃ
１、２１ｃ２に係合する。これにより、連結バー３０が連結ピン４０を中心として回動す
るのを防止する。その他の構成及び動作は、実施の形態１の場合と同様である。　
【００３９】
　以上のように構成されたこの発明の実施の形態３による多極回路遮断器によれば、連結
バー３０と操作ハンドル２０は、追加部材が不要で、簡素な構成で回路遮断器の操作ハン
ドル２０を拘束させることができる。また、連動ピン４０を長穴形状よりも加工性の良い
丸形状とすることで安価なハンドルロック装置を得ることができる。さらに、連結バー３
０は操作ハンドルの外郭と同一寸法にすることで、回路遮断器を連結したときの外形をコ
ンパクトにできる。また、連結バー３０のみでハンドルロックできるため、個別のロック
カバーが不要である。
【００４０】
実施の形態４．
　次に、この発明の実施の形態４による多極回路遮断器について説明する。図８は、この
発明の実施の形態４による多極回路遮断器におけるハンドルロック装置の分解斜視図であ
る。図８において、操作ハンドル２０の把手部２１には、断面が円形状に形成された第１
のハンドル穴部２１ａ１と、第２のハンドル穴部２１ａ２を備えている。この第１のハン
ドル穴部２１ａ１と、第２のハンドル穴部２１ａ２は、図８から明らかなように、それぞ
れ断面形状が円形状の一対のハンドル穴部とこれらのハンドル穴部を連結する狭間部とか
ら構成されている。また、操作ハンドル２０の把手部２１の両側端部には、実施の形態３
と同様に、第１の回転止凹部を構成する一対の回転止凹部２１ｃ１、２１ｃ２と、第２の
回転止凹部を構成する一対の回転止凹部２１ｂ１（図示せず）、２１ｂ２が形成されてい
る。
【００４１】
　連結バー３０は、断面がほぼ円形状に形成された連結穴３１を備え、断面が円形状の連
結ピン４０により貫通される。その他の構成は、実施の形態１乃至３と同様である。また
、連結バー３０の両側端部には、第１の回転止突部を構成する一対の回転止突起部３４ａ
１、３４ａ２と、第２の回転止突部を構成する一対の回転止突起部３４ｂ１、３４ｂ２が
形成されている。
【００４２】
　前述の第１の回転止凹部を構成する一対の回転止凹部２１ｃ１、２１ｃ２は、それぞれ
連結バー３０の第２の回転止突部を構成する一対の回転止突起部３４ｂ１、３４ｂ２と摺
動可能に係合する。これにより、連結バー３０が連結ピン４０を中心として回動するのを
防止する。そして、それぞれの回転止凹部２１ｃ１、２１ｃ２、２１ｂ１、２１ｂ２の長
さ方向の寸法は、前述のハンドルロック時若しくはハンドルロックの解除時における連結
バー３０のスライドを可能とする寸法に形成されている。その他の構成及び動作は、前述
の実施の携帯３の場合と同様である。
【００４３】
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　以上のように構成されたこの発明の実施の形態４による多極回路遮断器によれば、連結
バー３０と操作ハンドル２０は、追加部材が不要で、簡素な構成で回路遮断器の操作ハン
ドル２０を拘束させることができる。また、連動ピン４０を長穴形状よりも加工性の良い
丸形状とすることで安価なハンドルロック装置を得ることができる。さらに、連結バー３
０は操作ハンドルの外郭と同一寸法にすることで、回路遮断器を連結したときの外形をコ
ンパクトにできる。また、連結バー３０のみで操作ハンドルをロックできるため、個別の
ロックカバーが不要である。
【符号の説明】
【００４４】
１００　　多極回路遮断器　　　　　　　　　１０１、１０２　　単極回路遮断器
１　　遮断器ケース　　　　　　　　　　　　２０　　操作ハンドル２０
１ａ　　開口部　　　　　　　　　　　　　　２１　　把手部
３０　　連結バー　　　　　　　　　　　　　２１ａ１、２１ａ２　　ハンドル穴部
２１ａ１１、２１ａ１２、２１ａ２１、２１ａ２２　　ハンドル穴部
３０　　連結バー　　　　　　　　　　　　　３１ａ１、３１ａ２　　連結穴部３１ｂ、
２１ｂ１、２１ｂ２　　狭間部　　　３２　　固定保持凸部
３３　　切欠部
３４ａ１、３４ａ２、３４ｂ１、３４ｂ２　　回転止突起部
２１ｃ１、２１ｃ２、２１ｂ１、２１ｂ２　　回転止凹部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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